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J-72 間接喉頭鏡下喉頭処置（喉頭注入を含む。）（小児）の算定について 

 

《令和 7 年 8 月 28 日新規》 

 

○ 取扱い 

1 2 歳未満の小児に対する J099 間接喉頭鏡下喉頭処置（喉頭注入を含

む。）の算定は、原則として認められない。 

2 3 歳以上の小児に対する J099 間接喉頭鏡下喉頭処置（喉頭注入を含

む。）の算定は、原則として認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 間接喉頭鏡は、小さな丸い平面鏡を咽頭に挿入して反射光により喉頭部

を観察するものである。間接喉頭鏡下喉頭処置実施時は静止が必須であり、

２歳未満の小児は体動が生じる可能性が高く危険を伴うことから、実施は

困難と考えられる。 

 一方、3 歳以上の小児は体動が生じることはなく、的確に実施すること

が可能と考えられる。 

 以上のことから、J099 間接喉頭鏡下喉頭処置（喉頭注入を含む。）の算

定について、2 歳未満の小児に対する算定は原則として認められず、3 歳

以上の小児に対する算定は原則として認められると判断した。 

 


